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１．はじめに 
 
人口の都市部への集中と少子化があいまって、地方都

市や中山間地域では高齢化と過疎化が急速に進展してい

る。そのような地域では、加齢に伴って自動車を運転で

きなく高齢者や、長い距離や坂道の歩行が困難になる高

齢者など、自家用車を利用できない高齢者が増加してい

る。そのため、多くの自治体において自治体が費用の一

部を負担するなどして生活交通サービスの提供に努めて

いる。 
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高野町においても、町の中心部など一部の地区を除い

て高齢化と過疎化が進展している。町では全ての地区を

対象として、自家用車を利用できない高齢者などのため

にデマンド型の乗合タクシーなどによる生活交通サービ

スの提供を計画している。限られた財源の中で対応する

には、住民の生活実態に見合った公共交通サービスを効

率良い方法で実施することに加え、住民の理解と協力が

不可欠である。そうした中で、高野町において計画策定

を始めたところ、計画内容に関する協議のための住民懇

談会の場において、参加者からの発案によって乗合タク

シーの運行日を互いに調整する提案がなされたり、最も

困っている人の都合に合わせて運行ダイヤを定めるなど、

住民自らがよりよい方策に関する提案する場面が見られ

た。また、先行して生活交通サービスの実証実験を行っ

た地区において、住民が誘い合わせて同じ便に乗り合わ

せ、運行費用の低減に協力するなどの行動が見られた。 
このような取組や住民の行動は、住民が生活交通確保

の問題を行政任せにするのではなく、自らの問題と捉え

ていることの表れであり、ひいては町の財政負担の軽減

や継続的な生活交通サービスの提供にも寄与するものと

考えられる。これらは一事例に過ぎないが、同種の問題

を抱える地域にとって計画策定の参考となると考えられ

る。このような認識のもとで、本稿では高野町における

取り組み内容について報告する。 
 

２．高野町の現状と公共交通計画の課題 
 

（１）高野町の現状 
高野町は、平成 16 年に世界遺産登録された「霊場高

野山」を中心とした大小 19 の地区からなる町である。

町の人口約4,000人の約70％が居住する中心地区の高野

山は、西暦 816 年弘法大師空海によって開かれた 1,200
年の歴史を持つ真言密教の霊場であり、年間を通じて

100 万人を超える参拝客や観光客が訪れる。高野山以外

の18地区は過疎化と高齢化が進んでおり、16地区で65
歳以上人口比率が50％を超え、うち３地区は75歳以上

人口比率が50％を超えている。 
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注：人口は平成17年国勢調査による。人口10人未満の

地区は表示していない。 
図－１ 地区別の人口分布と65歳以上人口比率 

 



（２）公共交通計画の課題 
こうした中で、高野町では「高野山内における公共交

通を活用した交通体系の形成」と「過疎化が進む周辺地

区における生活交通の確保」という２つの課題に直面し

ている。 
a) 高野山内における公共交通の活用 

町の中心で観光地でもある高野山地区では、自動車に

よる参拝や観光が違法駐車を招いているほか、安全・快

適な歩行環境の阻害、高野山の町の雰囲気の阻害などの

問題を巻き起こしている。このため、高野山内を徒歩と

公共交通で移動できる仕組みづくりが求められている。 
b) 周辺地区における生活交通の確保 

過疎化と高齢化が進む高野山以外の18地区では、加齢

に伴う身体機能の衰え等により自動車の運転が困難にな

る高齢者が増加し、自分自身だけでなく運転免許を持た

ない家族も自家用車による移動ができなくなる事態が生

じている。また、加齢に伴って坂道や長距離の歩行が困

難になり、１㎞先のバス停までの坂道が歩けなくなり路

線バスが利用できなくなった高齢者や、従来は２～３㎞

歩いて買い物等に出掛けていたが、今はその距離を歩く

ことができなくなり外出機会が制約される高齢者が増加

している。一部の地区では、運転可能な人の自家用車に

近隣の住民が乗り合わせて外出しているが、運転可能な

人が１・２名の高齢者に限定される地区もあり、日常生

活に必要な移動のために利用可能な公共交通サービスの

提供が喫緊の課題となっている。 
このような状況に対し、高野町では平成21年３月に高

野町地域公共交通活性化協議会を設立し、地域公共交通

総合連携計画を策定するとともに１）、これらの課題に対

する具体的な対応策の計画に着手した。 
本稿は上記の２つの課題のうち、後者の課題への対応

策と位置づけられる周辺地区における生活交通の確保方

策について記述するものである。 
 

３．生活交通手段の確保方策 
 

（１）基本方針 
高野町では、高齢化と過疎化が進む周辺地区における

公共交通計画の課題に対し、自家用車が自由に利用でき

ない町民を対象に公共交通サービスを提供する必要があ

ると考え、その具体策を検討することとした。 
その際、地区別に住民との懇談会を開催し、日常生活

における外出の実態や移動に際して住民の困っている点

などを具体的に把握する一方、町として提供すべき生活

交通サービスの水準について検討し、これらを考え合わ

せて生活交通サービス提供のための基本方針を作成した。

その概要は次のとおりである。 
① 通院や買い物、高校生の通学など、日常生活に必要

な活動を確保するための公共交通サービスが必要な

地区に対し、町が費用の一部を負担して公共交通サー

ビスを提供する。 
② 公共交通サービスは、各地区から高野山中心部また

は最寄り公共交通機関までの移動に対して提供する。 
③ 公共交通サービスの提供に当たっては、できる限り

効率的な方法を導入する。 
④ 地区間の公平性に配慮する。公平性とは「運賃を同

額にする」「便数を同じにする」というものではなく、

「生活に必要な活動機会が同じ程度に確保される」と

する。 
 

（２）サービス水準の設定 
高野町では基本方針に基づき、町が提供する生活交通

のサービス水準について、新規に公共交通サービスの提

供が必要な公共交通の空白地区と、既存の公共交通シス

テムが活用可能な地区に区分し、以下のように定めた。 
ａ）公共交通空白地区 
・中学生・高校生の通学利用に公共交通が利用され

る地区は毎日、通院や買い物に公共交通が利用され

る地区では少なくとも週に２日運行する。 
・運行日には、少なくとも１日２往復の乗合公共交通

を運行する。 
・ダイヤは学校の始業時刻や病院の診療時間などに

合わせて設定する。 
・運行区間は、各地区から高野山中心部（高野山病院）

とする。町の周辺部で近隣の市町の病院や商業施設

を利用する地区では、各地区から最寄り鉄道駅まで

とする。 
・経路や乗降場所は定める。利用の少ない路線はデマ

ンド方式とする。 
・運賃は高野町内の既存路線バスと同等とする。 
・デマンド型の乗合タクシー運行区間において、運行

効率を向上させ運行経費の節減を図るため、乗り合

わせを促進する。 
ｂ）既存の公共交通が利用可能な地区 
・既存公共交通が利用可能な地区は、その活用および

利用促進を基本とする。 
・鉄道駅のある地区で鉄道駅の利用が困難な住民に

ついては、タクシー運賃の初乗り補助を行う。 
・ただし、既存バス路線のある地区のうち、地形の制

約などによりバス停から集落までの距離が遠いな

ど、既存バスサービスが利用者のニーズに合わず、

かつ既存バスサービスではその改善が困難な地区

については、新たな乗合交通を導入する。 
 

（３）計画案の策定 
上述の基本方針とサービス水準設定の考え方に基づ



き、地区別に生活交通確保のための計画案を策定した。

その結果、２地区において既存鉄道の活用を図り、３路

線・７地区において既存の路線バスのサービス改善（ル

ートの変更やダイヤの見直しなど）を図り、４路線・９

地区においてデマンド型の乗合タクシーを新たに導入す

ることとなった。 
各地区の計画案について個別の説明は割愛するが、特

徴的な２・３の計画案や実践例について、次章以降で説

明する。 
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図－２ 生活交通確保のための計画案の概要 

 
４．高野町における取り組みの概要 

 
（１）湯川地区における住民の協力 
ａ）生活交通サービスの提供に至る経緯 
湯川地区は高野町の中心から南西に約８㎞の山間部

に位置する地区である。町内で最も高齢化が進んだ地区

であり、22世帯39人のうち65歳以上が31人（79％）、

75歳以上が25人（64％）である（数値はいずれも平成17
年国勢調査）。 
既存の公共交通はなく、高野町中心部までの交通手段

は自動車かバイクに限られ、自動車やバイクを運転でき

ない人は、地区住民の一人が自家用車で送迎する（自分

が中心部に出向くときに声を掛けて同乗者を募る）とい

う形で行われていた。しかし、その人が85歳近くになり、

自動車の運転や送迎が難しくなり、地区から高野町役場

に乗合タクシーの運行に対する要望が出された。 
ｂ）生活交通サービスの提供と住民の行動 
このような状況に対し、高野町では対応に緊急性を要

すると考え、地域公共交通総合連携計画の策定に先立ち、

平成21年２月から町による実証実験としてタクシー（町

による貸切運行）による生活交通サービスの提供を開始

した。事前に地区住民の高野町中心部への外出頻度や曜

日などを調査し、住民の意見を聞いた結果、運行は隔週・

週２日（月曜日と木曜日）とし、経路と乗降場所を定め

るとともに往路２便、復路２便のダイヤを設定、デマン

ド方式で運行することとなった。 
実証実験を始めたところ、地区住民が個々の都合でタ

クシーを予約するのではなく、誘い合わせて外出時間を

調整し、１台のタクシーに乗り合わせるという行動が見

られた。その背景には、地区の要請に応じて町が新たに

生活交通サービスを導入したことに対し、町の負担を少

しでも減らそうという住民の意識があると推察される。 
また、およそ１年間の実証実験を経て、ダイヤの見直

しを行うこととなったが、その際、限られた便数の時刻

設定について住民懇談会を開催して協議したところ、最

も困っている人の都合に合わせてダイヤを設定すること

が住民から提案された。 
 

（２）効率的な運行への取り組み 
その他の地区においても、生活交通確保のための計画

案の策定に際し、町の限られた財源の中で対応するため、

生活に必要な公共交通サービスをできる限り効率的に提

供できるよう、住民との協議を通じて検討した。その結

果、既存の公共交通手段をできるだけ利用することに加

え、新たな乗合交通手段を導入する場合、通学利用のな

い地区では運行日は原則として週２日に限定すること、

デマンド方式の乗合タクシーとして予約のない便は運行

しないことなどについて、町としての方針を提示し、住

民の合意を得た。一方で、公共交通を必要とする住民の

生活交通を確保するため、運行する曜日やダイヤ、停留

所の設置場所について、住民の希望をできる限り反映す

ることとした。 
計画案を具体化する過程において生じた課題に対応

した事例、ならびに運行効率化のために工夫した点につ

いて以下に記す。 
a) 住民の生活に対応した運行日の設定 

新規に導入する乗合タクシーのサービス内容を協議

していたある地区の住民懇談会の席上で、乗合タクシー

の運行日について、火曜日・木曜日を希望する住民と水

曜日・金曜日を希望する住民に意見が分かれた。その際、

一人の参加者から火曜日・木曜日に運行する週と水曜

日・金曜日に運行する週を交互にすればどうかという提

案がなされ、その案を住民が受け入れた。 
週によって運行の曜日が異なる紛らわしさはあるが、

より多くの住民の生活交通が確保されるという点が評価

された結果である。なお、運行日については、カレンダ

ーに運行日の印を付け地区内の世帯に配布するなど、利



用者に周知徹底する方法の検討が必要である。 
b) 乗り合わせの促進 

デマンド方式の乗合タクシーの運行に際し、湯川地区

の例に見られるように、１台の乗合タクシーに乗り合わ

せて利用すると運行の効率化を図ることができる。湯川

地区では住民が自主的にそのような行動を取ったが、そ

のような乗り合わせによる利用を促進するため、１件の

予約で２人以上の利用者が同じ便の同じ区間を利用した

場合、１人当たりの運賃を割り引くことを検討している。 
 

（３）考察 
湯川地区の例では、デマンド型の生活交通サービスの

利用に際し、住民が自主的に誘い合わせて乗り合わせる

ことにより運行回数の抑制が図られた。また、住民の話

し合いにより運行の曜日を調整した例や最も困った人の

都合に合わせてダイヤを設定した例では、地区の住民が

外出機会を相互に調整することにより、より多くの住民

が生活交通サービスを享受できる機会をもたらそうとし

た。これらは、生活交通サービスの確保は行政任せにす

るのではなく、住民も協力するという住民意識の表れで

あると解釈されるほか、こうした取り組みは、運行費用

の削減や運行効率の向上を通じて町の財政負担の軽減と

いう直接的な効果ももたらす。ひいては、このような住

民意識の高まりが効率的な運行に繋がり、その結果とし

て町の財政負担が軽減され、生活交通サービスのさらな

る充実につながるという好循環を形成し、生活交通サー

ビスの継続的な実施に寄与することが期待される。 
こうした住民の協力が得られた背景には、地区別の住

民懇談会を開催して公共交通を必要とする人の日常生活

の活動実態（外出先や外出目的、頻度や曜日、利用交通

手段）を個別に把握する一方、町の生活交通サービス提

供に対する基本方針を明示し、その範囲内で個別の課題

に対応できる計画案を作成したことがあげられる。すな

わち、サービスの提供者である町が一方的にサービスの

内容を示して住民がそれを利用するというのではなく、

運行日数や便数、運賃など採算性にかかる事項は計画の

基本方針で定めた範囲内とする制約はあるものの、運行

日やダイヤなど利便性にかかる項目は利用者である住民

の意向を可能な限り反映して計画案を作成し、それを住

民に提示して合意形成を図ったため、住民の理解が得ら

れたものと考えられる。 
なお、高野町では、乗合タクシーの新たな導入に際し、

事業者の協力が容易に得られ、乗合タクシーが適切と考

えられる全ての路線で導入する計画案を作成することが

できた。この背景には、高野町には参拝客や観光客が年

間を通じて訪れるため、町内に営業所を持つタクシー会

社が２社存在すること、乗合タクシーを運行する平日は、

休日に比べて参拝客や観光客が少なくタクシー利用者も

少ないことなどから、既存の車両や要員の範囲内で乗合

タクシーが運行可能であるという好条件があることを付

言する。 
 

５． おわりに 
 
高齢化と過疎化が進む高野町では、周辺地区における

生活交通の確保が喫緊の課題となっており、乗合タクシ

ーの導入などについて計画を進めてきた。先行して実施

した試験運行や計画づくりのための住民懇談会の中で、

効率的に運行するための行動や困っている人のために相

互に協力する提案が住民の側から主体的になされた。 
しかし、先行した地区を除き、計画案が固まった段階

で実践はこれからである。引き続き、計画案の実施に向

けて関係機関との調整を進めるとともに、実施の状況を

評価して改良を加えながら、必要とする公共交通サービ

スを効率良く提供することに努めたい。 
全国各地で自治体が主体となって生活交通サービス

を提供するための取り組みが進められている。高野町で

のこのような取り組みが計画立案などの参考になれば幸

いである。 
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